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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の融点温度が第二の融点温度を上回るような前記第一の融点温度を有する第一の金
属と前記第二の融点温度を有する第二の金属とを含む複数の金属粒子を含有する前駆体材
料を形成し、前記第一の金属及び前記第二の金属の少なくとも一方は、薄片形状の粒子か
らなり、
　前記前駆体材料を前記第二の融点温度を上回るが前記第一の融点温度を下回りかつ使用
温度（Ta）を下回る処理温度（Tp）に加熱し、
　前記処理温度（Tp）を上回る融点温度（Tm）を有し、前記第一の金属と前記第二の金属
とを含む金属合金材料を形成するため、予め設定された保持時間の間、前記前駆体材料を
前記処理温度（Tp）にて定温に保ち、
　前記金属合金材料が、少なくとも５００℃の温度で安定性と接着の完全性を維持し、前
記使用温度（Ta）が少なくとも４００℃であり、かつ前記使用温度（Ta）の前記処理温度
（Tp）に対する比が２より大きい（Ta/Tp>2）ことを特徴とするはんだ材料の形成方法。
【請求項２】
　前記前駆体材料は、さらに、ペースト材料を形成するために金属粒子と混合されたバイ
ンダー材料を含むことを特徴とする請求項１に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項３】
　前記バインダー材料がフラックス材料を含有することを特徴とする請求項２に記載のは
んだ材料の形成方法。
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【請求項４】
　前記前駆体材料中に存在する前記バインダー材料の量が、当該前駆体材料の重量の約５
％から約１５％であることを特徴とする請求項２又は３に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項５】
　前記前駆体材料中の前記金属粒子のサイズが約５０ミクロンを超えないことを特徴とす
る請求項１乃至４の何れか１項に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項６】
　前記前駆体材料中の前記金属粒子のサイズが約１０ミクロンを超えないことを特徴とす
る請求項１乃至５の何れか１項に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項７】
　前記前駆体材料中の前記第一の金属の量が、当該前駆体材料中の前記金属粒子の全重量
の約３０％から約９５％であることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載のは
んだ材料の形成方法。
【請求項８】
　前記第一の金属が、Ag、Cu及びAuのうちの一つであることを特徴とする請求項１乃至７
の何れか１項に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項９】
　前記第二の金属が、In、Sn及びGaのうちの一つであることを特徴とする請求項１乃至８
の何れか１項に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１０】
　前記第一の金属がAgであり、前記第二の金属がInであることを特徴とする請求項１乃至
７の何れか１項に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１１】
　前記前駆体材料が、当該前駆体材料中の前記金属粒子の重量の約７５％の量のAgを含み
、当該前駆体材料中の前記金属粒子の重量の約２５％の量のInを含むことを特徴とする請
求項１０に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１２】
　前記処理温度（Tp）が約２００℃から約４００℃であることを特徴とする請求項１乃至
７の何れかに記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１３】
　前記処理温度（Tp）が約２５０℃から約３００℃であることを特徴とする請求項１２に
記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１４】
　前記前駆体材料が、毎秒約０．４℃から毎秒約２℃の加熱率で前記処理温度（Tp）に加
熱されることを特徴とする請求項１３に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１５】
　前記前駆体材料が、約２０分から約９０分の保持時間の間、前記処理温度（Tp）にて定
温に保持されることを特徴とする請求項１４に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１６】
　前記前駆体材料が、約４５分から約６０分の保持時間の間、前記処理温度（Tp）にて定
温に保持されることを特徴とする請求項１５に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１７】
　前記前駆体材料が、さらに、前記第一の融点温度を下回る第三の融点温度を有する第三
の金属の金属粒子を含み、また形成された金属合金が、さらに、当該第三の金属を含むこ
とを特徴とする請求項１乃至１６の何れか１項に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１８】
　前記金属合金材料の融点が少なくとも約２５０℃であることを特徴とする請求項１乃至
１７の何れか１項に記載のはんだ材料の形成方法。
【請求項１９】
　一つに接続される第一の部品と第二の部品を準備し、
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　第一の融点温度が第二の融点温度を上回るような前記第一の融点温度を有する第一の金
属と前記第二の融点温度を有する第二の金属を含有し、前記第一の金属及び前記第二の金
属の少なくとも一方が薄片形状の粒子からなるものである前駆体材料を前記第一の部品の
表面に設け、
　前記第二の部品を、前記前駆体材料を含む前記第一の部品の表面に設け、
　前記前駆体材料を前記第二の融点温度を上回るが前記第一の融点温度を下回り且つ使用
温度（Ta）を下回る処理温度（Tp）に加熱し、
　前記処理温度（Tp）を上回る融点温度（Tm）を有し、前記第一の部品を前記第二の部品
に接続する金属合金材料であって、少なくとも５００℃の温度で安定性と接着の完全性を
維持する金属合金材料を形成するため、予め設定された保持時間の間、前記前駆体材料を
前記処理温度（Tp）にて定温に保ち、
　前記使用温度（Ta）が少なくとも４００℃であり、かつ前記使用温度（Ta）の前記処理
温度（Tp）に対する比が２より大きい（Ta/Tp>2）ことを特徴とする２つの部品を１つに
接続するはんだ結合の形成工程を含む装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記第一の金属がAgであり、前記第二の金属がInであることを特徴とする請求項１９に
記載の装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記第一の金属がAg、Cu及びAuのうちの一つであり、前記第二の金属がIn、Sn及びGaの
うちの一つであることを特徴とする請求項１９に記載の装置の製造方法。
【請求項２２】
　装置が電子装置から成ることを特徴とする請求項１９乃至２１の何れか１項に記載の装
置の製造方法。
【請求項２３】
　前記第一の部品が、基板、基体及び電子部品のうちの一つから成り、前記第二の部品が
電子部品から成ることを特徴とする請求項１９乃至２２の何れか１項に記載の装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願との相互参照］本出願は、２００７年１月２２日出願の「Ag－Inの液相拡散
高温はんだペースト接着」という名称の米国仮特許出願第６０／８８５，９９７号、及び
２００７年２月２７日出願の「Ag－Inの液相拡散高温はんだペースト接着による組立方法
」という名称の米国仮特許出願第６０／８９１，７６３号からの優先権を主張する。この
二つの仮特許出願の開示事項を、援用により本書に組み込む。
【０００２】
　本発明は、二つの部品の接着又は付着の結合に使用するためのはんだ材料に関するもの
である。
【背景技術】
【０００３】
　二つ又はそれ以上の部品を相互に接着又は結合するために接続材料を使用することは、
電子回路パッケージの内部的における部品の接合、及び／又はパッケージ化された部品を
電子機器用及び／又はその他の技術用の基板又は回路基板（例えば、半導体部品）に接合
することを含む多くの様々な技術において必要とされている。
【０００４】
　よく知られた接着方法の一つは、金属合金はんだ材料を溶融し、リフローし、次いで固
化して二つの部品を接着又は接続するはんだ付けプロセスである。このような装置の製造
に用いられる従来のはんだ付けプロセスにおいては、はんだ材料は、設計及び仕様として
定められた装置の使用温度範囲において接着を完全に維持するため、はんだ材料が安定化
されるように十分な融点を有するものを選択しなければならない。とりわけ、装置の使用
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中にはんだ材料が溶けることを避けるため、はんだ材料は、当該装置の仕様として定めら
れた使用温度（Ta）よりも高い融点温度（Tm）を有するものが一般に選ばれる。さらに、
ある装置の製造工程（例えば、カスケードはんだ付けを利用する工程）において、最初の
はんだ材料は、その後の工程の段階において再融解することを避けるために十分な融点温
度を有するものでなければならない。
【０００５】
　使用温度よりも高い融点を有するはんだ材料が選択されている用途においては、はんだ
材料を使用して二つの部品を接続結合させるために使用される処理温度（Tp）は、融点温
度よりも少なくとも約３０℃高い温度（つまり、Tp≧Tm + 30℃＞Ta）が通常選択される
。例えば、少なくとも３００℃の温度（Ta= 300℃）で動作することが予想される装置に
ついては、少なくとも約３７０℃のTm及び約４００℃のTpを有するはんだ材料を使用する
ことが望ましい。
【０００６】
　高い使用温度を有する装置を製造するために要求される高い処理温度は、従来のはんだ
付け接続プロセスで利用されるはんだ材料を用いた製造工程において、特注の設備を必要
とし、また、全ての製造素材がこのような高い処理温度で取り扱うことができるものでな
ければならない。さらに、装置の組み立てに使用される様々な素材間の熱膨張率（ＣＴＥ
）の違いによっては、装置を処理温度から室温へ冷却する際に、二つ又はそれ以上の素材
のＣＴＥの相違に起因する応力が、組立上の欠陥を引き起こし、潜在的な信頼性の問題を
生じさせる可能性がある。
【０００７】
　電子機器又はその他の装置において二つ又はそれ以上の部品を一つに結合するために使
用され得る別の種類の接着方法は、金属粒子（例えば銀）から形成される固相接合材によ
る固相－固相焼結プロセスである。このような焼結プロセスは、固体の材料又は層を形成
するように粒子を付着させ融合させるために高温及び外部の圧力（４０Ｍｐａまで）を利
用する。従来の焼結プロセスを使用することに伴う深刻な問題は、粒子を付着させ融合さ
せるために要求される高圧が、部品の一部に割れ目（例えば基板又はダイのクラック）を
引き起こす可能性があり、他方、低い圧力を使用すると、部品の間の結合を弱めたり不整
合にしたりする可能性があるということである。
【０００８】
　さらに、電子機器又はその他の装置の接続材料についての別のアプローチは、マトリク
スに分散された金属粒子を含むポリマーマトリクスを接続材料として使用することである
。しかしながら、当技術分野で周知のこうしたポリマーマトリクスは、ある電子装置の通
常の使用温度よりも低い遷移温度（例えば、融点、ガラス点移転温度）を有しがちであり
、このことは、装置の使用中に、ポリマーマトリクス接続材料の不安定化、分解又は溶解
を引き起こす可能性がある。
【０００９】
　したがって、装置（例えば電子装置）において部品を一つに結合する上で効果的であり
、かつ信頼性があって、装置の製造の容易性を促進しつつ、装置の高い使用温度において
接続を完全に維持する接続材料を提供することが望まれている。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明によれば、はんだ材料は、液相拡散焼結法（Transient Liquid Phase Sintering
 process）を利用して形成される。第一の融点温度を有する第一の金属及び第二の融点温
度を有する第二の金属を含む複数の金属粒子から成る前駆体材料が最初に形成される。第
一の融点温度は第二の融点温度よりも高い。前駆体材料は、第二の融点温度よりも高く、
第一の融点温度よりも低い処理温度（Tp）に加熱され、処理温度よりも高い融点温度を有
する金属合金材料を形成するように、予め設定された保持時間の間、処理温度（Tp）にて
定温に保たれる。
【００１１】
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　前駆体材料は、前駆体材料がペースト状になるように、金属粒子と混ぜ合わされた結合
剤を含むことが好ましい。
【００１２】
　はんだ材料は、好ましくは少なくとも約１８０℃の使用温度（Ta）が仕様として定めら
れた装置において、二つの部品を一つに接着するために使用することができる。Ta /Tpは
１より大きくしてもよい。
【００１３】
　第一及び第二の金属（さらに任意で追加）の適切な組み合わせによって、その結果とし
て得られる金属合金のはんだ材料の融点温度が、当該金属合金が形成される処理温度を上
回るような金属合金を形成することができる。例えば、第一の金属は、銀（Ag）、銅（Cu
）及び金（Au）を含み得るものであり、第二の金属は、インジウム（In）、ガリウム（Ga
）及びスズ（Sn）を含み得るものである。
【００１４】
　本発明の上記の特徴と利点及び更なる特徴と利点は、以下に述べるその具体的な実施例
の詳細な説明を、特に添付の図面と合わせて検討すれば、明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、Ag－In組成物の各組成における融点を示すAg－Inの平衡状態図である。
【図２】図２は、はんだ材料を形成するために使用された粉末の中のAg粒子の走査型電子
顕微鏡（ＳＥＭ）写真である。
【図３】図３は、はんだ材料を形成するために使用された粉末の中のIn粒子の走査型電子
顕微鏡写真（ＳＥＭ）である。
【図４Ａ】図４Ａは、２５０℃のTpと１分の保持時間でAg－Inのはんだペーストからはん
だ材料を形成した際のＴＬＰＳ方法についての示差走査熱量計（ＤＳＣ）の測定結果であ
る。
【図４Ｂ】図４Ｂは、２５０℃のTpと６０分の保持時間でAg－Inのはんだペーストからは
んだ材料を形成した際のＴＬＰＳ工程についての示差走査熱量計（ＤＳＣ）の測定結果で
ある。
【図５】図５は、ＴＬＰＳ工程を利用して基板に形成されたAg－Inのはんだ接合の走査型
電子顕微鏡写真（ＳＥＭ）である。
【図６】図６は、異なるペーストを用い、様々な保持時間のＴＬＰＳ工程を使用して形成
された金属合金はんだ材料中の低融点のInリッチ相を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明によれば、液相拡散焼結法（ＴＬＰＳ）の工程を使用して、第一の温度の融点を
有する第一の金属と第一の温度を大きく下回る第二の温度の融点を有する第二の金属とを
含む少なくとも二つの金属を化合して形成される高温のはんだ材料が提供される。ＴＬＰ
Ｓ工程において、少なくとも二つの部品の間の接続又は接続結合を実現する金属合金はん
だ材料を形成するため、はんだ材料を形成するために使用される金属粒子は加熱され、次
いで、十分な時間、第二の温度を上回るが第一の温度を大きく下回る処理温度にて定温に
保たれる。接続結合が形成されると、固化した金属合金はんだ材料の融点は、結果として
、第二の温度を大きく上回る（つまり、第二の金属の融点を大きく上回る）。その結果、
はんだ材料が使用可能で、その接着を完全に維持できる使用温度（Ta）（つまり、装置の
仕様として予定され又は定められた使用温度）が、接続結合を形成するために使用される
処理温度を大きく上回ることとなる。
【００１７】
　本書において使用される場合、融点温度（Tm）とは、金属又は金属合金が個体から液体
へと相転移をし始める温度をいう。処理温度（Tp）とは、金属合金はんだ材料が、金属粉
末を含む前駆体材料から形成される温度又は温度領域、及び／又は、装置の製造中に二つ
の部品の間の接続又は接着結合を実現する温度又は温度領域をいう。使用温度（Ta）とは
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、高温の金属合金はんだ材料が、溶融せずに、かつ二つの部品を一体に結合することにつ
いてその完全性を大きく劣化又は喪失することなく、使用され得る温度をいう。特に、使
用温度（Ta）は、本発明の高温のはんだ材料を利用して形成される接続結合を少なくとも
一つ含む装置を使用することが見込まれ又は仕様として定められている温度又は温度領域
をいう。本発明に従って形成される金属合金材料の融点温度（Tm）は、当該金属合金材料
が形成される処理温度（Tp）を少なくとも約５０℃上回ることが望ましい。さらに、本発
明に従って形成される金属合金材料の融点温度（Tm）は、使用温度（Ta）を少なくとも約
３０℃上回る。
【００１８】
　高温のはんだ材料は、少なくとも他の又は第二の金属を十分に上回り、かつ金属合金材
料を形成するために使用される処理温度（Tp）をさらに上回る融点温度（Tm）を有する第
一の金属を含む適切な金属合金をもって形成することができる。さらに、第一の金属の融
点温度（Tm）は、合金を形成する工程において、第二の金属が融解して固相及び液相の金
属部分の拡散を促し、それによってTa及びTpを上回るTmを有する合金材料が形成されるよ
うに使用されたはんだ材料を有する装置の使用温度（Ta）を上回ることが好ましい。
【００１９】
　本発明の高温のはんだ材料を形成する際に上記の第一の金属として使用することが可能
な高温の融点温度を有する適切な金属としては、銀（Ag）、銅（Cu）及び金（Au）が含ま
れる。本発明のはんだ材料を形成するために使用することが可能な第一の金属よりも低い
融点（つまり、最も高温の融点の金属よりも低い融点）を有する適切な金属としては、イ
ンジウム（In）、ガリウム（Ga）及びスズ（Sn）が含まれる。例えば、高い融点のはんだ
材料の合金を形成するために使用することが可能な第一の金属と第二の金属の組み合わせ
としては、Ag－In、Ag－Sn、Ag－Ga、Cu－Sn、Cu－Ga、Au－In、Au－Sn等が含まれる。さ
らに、少なくとも最も高い融点の金属が、金属合金を形成するために使用される処理温度
（Tp）を上回り、かつ少なくとも最も低い融点の金属が、かかる処理温度（Tp）を下回る
限りにおいて、三つ又はそれ以上の金属の組み合わせも使用することができる。
【００２０】
　本発明の高温のはんだ材料の金属合金を形成するために使用され得る高い融点の金属と
低い融点の金属の適切な組み合わせは、結果として得られる当該金属合金の融点温度（Tm
）が、当該合金及び接続結合を形成するために使用される処理温度（Tp）を上回る（つま
り、Tm＞Tp 又はTm／Tp ＞1となる）ように選択される。形成される高温の金属合金は、
少なくとも約２５０℃のTmを有することが好ましい。また、形成される高温の金属合金は
、少なくとも約４００℃のTmを有することがより一層好ましい。
【００２１】
　さらに、高温のはんだ材料は、使用温度（Ta）よりも低い処理温度（Tp）でも形成する
こともできる。以下においてさらに述べるように、本書において述べられている高温のは
んだ材料は、Tm＞Ta＞Tp（Taは少なくとも約１８０℃であり、かつTa/Tp＞１である）と
なるように形成することもできる。
【００２２】
　高温のはんだ材料は、管理された粒子のサイズ（例えば直径）及び形状（例えば円形又
は不整形）を有する金属の粉末又は粒子から形成されることが望ましい。結果として得ら
れる金属合金のはんだ材料中に存在し得る高い融点の金属の量は、当該はんだ材料中の金
属の総重量の約３０％から約９５％の範囲に入り得る。例えば、第一の金属がAg、Cu又は
Auであり、第二の金属がIn又はSnである二つの金属合金において、第一の（高い融点の）
金属と第二の（低い融点の）金属の量の比率は、はんだ材料中の金属合金の総重量に基づ
いて、３０対７０、４０対６０、５０対５０、６０対４０、７０対３０、８０対２０、９
０対１０及び９５対５（重量パーセント）と変化し得る。例えば、本発明に従って形成さ
れるAg－Inの金属合金の組み合わせの場合、６０対４０、７０対３０、８０対２０、９０
対１０及び９５対５の重量パーセント（Agの重量パーセント／Inの重量パーセント）にお
いて、効果的な金属合金のはんだ接合を形成するために使用できることが確認されている
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。
【００２３】
　粉末の形態による金属粒子は、概ね均一な混合体（高温のはんだ合金の材料を形成する
ための前駆体材料として使用される）を形成するために混合される。金属粒子は、実質的
に混じり気がなく、その粒子のサイズ（例えば直径）が約５０ナノメーター（nm）から約
５０マイクロメーター（ミクロン）の範囲内であることが好ましく、約５００ナノメータ
ーから約２５ミクロンの範囲内であることがより好ましく、約１ミクロンから約１０ミク
ロンであることがより一層好ましい。典型的な実施例においては、金属粒子のサイズは約
１ミクロンを超えない範囲に含まれる。上述のいずれかの範囲に含まれるようなサイズ範
囲の粒子は、例えば、従来の方法又はその他の適切な方法によって得ることができる。例
えば、特定のサイズの範囲を有する金属粒子は、一つ又は複数の網目スクリーン（網目の
サイズが異なるもの）を使用するふるい分け技術又はスクリーニング技術を使用して得る
ことができる。
【００２４】
　金属粒子は、概ね円形かつ球形のものから、ひも状又は不整形の形状のもの、さらには
細長い又は薄片の形状のものに至るまでの幾何学的な外形又は形状を有していてもよい。
概ね円形かつ球形の粒子の形状の場合、粒子のサイズは粒子の直径によって概ね特徴づけ
ることが可能であるが、これに対して、最大の寸法（長さ又は幅）は、ひも状又は不整形
の形状の粒子を特徴づけるために使用することができる。少なくとも、粉末の混合物を形
成するために利用される低い融点の金属粒子（例えば、In又はSn）は、合金材料の形成の
間、金属の溶融と拡散を増進するために、粒子ごとに高い表面積を有するように不整形な
形状又は細長い若しくは薄片の形状であることが望ましい。さらに、高い融点の金属も、
合金の形成の間、金属間の加熱と拡散の工程を増進するために、ひも状若しくは不整形の
形状又は細長い若しくは薄片の形状で提供することもできる。
【００２５】
　はんだの前駆体材料は、緩やかな、又はぎっしり詰められた、粉末の混合物の形態とす
ることができる。また、前駆体材料は、金属粉末の混合物を結合して前駆体はんだペース
ト材料を形成するためのバインダー材料を含有させることもできる。バインダー材料は、
さらに合金を形成するための処理において、金属の流れと拡散を強化することもできる。
バインダー材料は、環境に優しく、さらに合金形成の工程にとって比較的不活発であるオ
イル（例えば魚油）から成るものとすることができる。バインダー材料は、高温処理の間
、また保存の間、金属の酸化を抑制する適切な活性剤（それによりペーストの保存期間を
延ばす）で形成されるフラックス材料から成るものとすることもできる。
【００２６】
　フラックス材料は、適切な活性剤を含み得る。例えば、フラックスの基剤又は媒介物と
して働く天然又は合成のロジン又は樹脂がフラックス材料の体積の約７５％である場合、
活性剤はフラックス材料の体積の約０．５％である。ロジンは、特に高温で、ペーストの
流動特性において役割を果たし、ペースト材料に対して「粘着性」等の一定の物理的特性
を与える。ロジンは、フラックスに「粘り」を与え、最終的にはペーストの流動特性に寄
与する。例として、ロジンベースのフラックスの中のロジンは、フラックスの重量に対し
て、約３４％のアビエチン酸、約２４％のデヒドロアビエチン酸、及び約９％のパルスト
リン酸を含み得る。これらの天然又は合成のロジン又は樹脂もまたフラックスの活性度に
寄与するが、追加の活性剤をシステムの洗浄力を向上させるために提供することもできる
。活性剤は、フラックスに対して、浄化能力、つまり、はんだ付けされている表面から酸
化物を除去する能力を与える。活性剤は、無機酸、無機塩、アミン、有機酸、及び酸化物
と曇りを削減又は除去する能力を有するその他の物質を含む多種多様な化学物質から選ぶ
ことができる。前駆体はんだペースト材料の形成において使用するための望ましいフラッ
クス材料は、例えば、インジウム・コーポレーション（ニューヨーク）からTAC Flux 007
という商品名で販売されている市販のＲＭＡフラックス材料のように、無洗浄（つまり、
フラックスの残留物が良性及び／又はわずかな量）のロジンが穏やかに活性化される（Ｒ
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ＭＡ）フラックスを含む。
【００２７】
　ＲＭＡフラックスのようなバインダー材料を含むはんだペーストの形成により、はんだ
材料は接続結合関係の形成のために提供及び使用しやすいものとなる。例えば、はんだペ
ースト材料は、基板（例えば回路基板）、基体、又はステンシル印刷若しくはその他の第
二の部品（例えば、半導体ダイ又はチップ、パッケージ化された部品又はその他の種類の
電子部品）がはんだ材料により基体に結合される供給技術のような従来の技術を使用する
その他の部品の表面に容易に塗布することができる。従来のはんだに使用される従来のフ
ラックス材料の場合と同様に、バインダー材料（例えば、無洗浄ＲＭＡフラックス材料等
のフラックス材料）は、はんだ材料の接続結合を形成するために使用される高い処理温度
の結果として、はんだ材料から実質的に又は完全に除去される。
【００２８】
　バインダー材料は、はんだペースト材料の総重量の約５％から約１５％の量において供
給されることが望ましい。この場合、はんだペースト材料中の金属粉末は、はんだペース
ト材料の総重量の約８５％から９５％の範囲において存在する。バインダー材料は、はん
だペースト材料の総重量の約８％から約１２％の量において供給されることが一層望まし
い。この場合、はんだペースト材料中の金属粉末は、はんだペースト材料の総重量の約８
８％から９２％の範囲において存在する。
【００２９】
　上記のように、金属粉末の混合物又はペースト材料（金属粉末の混合物を有するバイン
ダー材料を含む）は、本発明の高温はんだ材料を形成するために熱処理される必要がある
前駆体材料である。液相拡散焼結法（ＴＬＰＳ）の工程は、前駆体材料を高い融点のはん
だ材料に変換するために利用される。この工程において、前駆体材料は、予め設定された
保持温度又は処理温度（Tp）が得られるまで、選択された加熱率で加熱され、次いで、合
金を形成するために金属の間の適切な拡散を確保するために、予め設定された時間、当該
処理温度（Tp）にて定温に保たれる。処理温度（Tp）は、少なくとも前駆体材料の最も高
い融点の金属の融点温度（Tm）の値と、少なくとも前駆体材料の最も低い融点の金属の融
点温度（Tm）の値との間にある適切な値に設定される。この場合、処理温度（Tp）は、少
なくとも最も低い融点の金属の融点温度（Tm）の値を少なくとも３０℃上回ることが望ま
しい。前駆体材料は、少なくとも最も低い融点の金属の液体への相転移を促進し、かつ金
属合金の形成を開始するために十分な拡散が生ずることを可能とするように、十分な時間
の間、処理温度（Tp）にて定温に保たれる。
【００３０】
　ＴＬＰＳ工程において、保持時間の間、処理温度（Tp）とすることにより、混合物の液
体金属と固体金属の間の拡散の結果、金属合金が形成される。液体金属と固体金属の間の
拡散は、固体金属の粉末の中の液体金属の毛管作用又は「ウィッキング」、並びに混合物
の中の様々な金属の間の濃度勾配を少なくとも原因の一つとするものである。低い融点の
一つ又は複数の金属の溶融速度及び加熱された物質内の金属の拡散は、処理温度（Tp）、
Tpでの保持時間、合成物全体の中の金属の組成及び種類、粒子の形状（例えば、円形かつ
球状の粒子、及び非球形又は不整形の粒子）等を含む多くの要因（例示のものに限定され
ない）によって影響されかつ制御され得る。
【００３１】
　処理温度（Tp）は、合金の形成に使用される金属の組み合わせ及び量によって変化する
が、処理温度（Tp）は、約１６０℃から約８００℃の範囲にあることが望ましく、また約
２００℃から約４００℃の範囲にあることが一層望ましく、さらには約２５０℃から約３
００℃の範囲にあることがより一層望ましい。処理温度（Tp）の値が低い場合は、合金内
の金属の間の適切な拡散と金属合金内の低融点部分の割合（つまり、低融点の金属が高濃
度で含有する合金内の部分の割合）の低減を十分に確保するため、処理温度（Tp）の値が
高い場合と比較して保持時間の期間が長くなる。しかしながら、保持時間は約５分から約
１２０分の範囲内とすることが望ましく、また約２０分から約９０分の範囲内とすること
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が一層望ましく、さらには約４５分から約６０分の範囲内とすることが最も望ましい。模
範的な保持時間は約６０分である。加熱速度（及び選択的に、その後の冷却速度）は、毎
秒約０．４℃から毎秒約２℃の間の速度で制御され得る。模範的な加熱速度（及び選択的
に、その後の冷却速度）は毎秒約０．５℃と１℃である。
【００３２】
　合成物は、（液体金属と固体金属の間の拡散のために）予め選択された保持時間の間、
処理温度（Tp）にて保たれて、金属合金が形成されている間に凝固する。結果として得ら
れた金属合金は、合成物内の金属の融点温度（Tm）の最も高い値と最も低い値の間で、高
い融点温度（Tm）を有するように形成される。上述したように、適切な金属粉末の前駆体
合成物（又は適切なペースト前駆体合成物）を選択することで、ＴＬＰＳ工程によって処
理温度（Tp）を上回る融点温度（Tm）を持つ高温はんだ材料を生じさせる。また、使用温
度（Ta）が処理温度（Tp）を上回る用途（つまり、Ta/Tp＞１）におけるはんだ材料の使
用も促進される。
【００３３】
　本発明による前駆体ペースト材料及びＴＬＰＳ工程を用いたはんだ接合を形成する際に
、少量のはんだ材料ペーストを基板、基体又は結合部位として働くその他の部品の表面に
容易（例えばステンシル印刷技術を通じて）に塗布することができる。塗布されるはんだ
材料ペーストの厚さは、はんだペーストの組成と用途によって変わる。しかしながら、は
んだ材料ペーストの典型的な厚さは、約５０ミクロン（約２ミル）から約２５４ミクロン
（約１０ミル）の間の範囲であり、望ましくは約１００ミクロン（約４ミル）から約２０
４ミクロン（約８ミル）の範囲とすることができる。次いで第二の部品が、上述したよう
なＴＬＰＳ工程を実行することによって、処理温度（Tp）を上回る高い融点温度（Tm）の
はんだ接合が形成され、はんだ材料ペーストの層に接続される。形成される金属合金はん
だ接合の厚さは、約２５ミクロン（約１ミル）から約１２７ミクロン（約５ミル）の間の
範囲であり、望ましくは約５０ミクロン（約２ミル）から約１００ミクロン（約４ミル）
の範囲である。
【００３４】
　上述したように、高温の金属合金はんだ材料は、多くの様々な表面（例えば、基板、基
体又は部品の表面）に設け、電子部品間の多くの様々なタイプの結合（例えば、半導体ダ
イ又はチップの相互の結合又は基板若しくは基体の表面との結合、セラミックパッケージ
部品の基板、内部及び／又は外部の相互接続構造との結合等）の形成を容易にすることが
できる。さらに、高温の金属合金はんだ材料は、その他のタイプの部品又は装置を一つに
結合することもできる。例えば、高温の金属合金はんだ材料は、配管構造（例えば水道管
）を形成するためのはんだ接合、又は一つに結合されるその他のタイプの部品の間のはん
だ接合を形成するために使用することができる。
【００３５】
　本発明に従って提供されるＴＬＰＳ工程は、少なくとも次の点において従来の焼結法の
工程とは異なる。従来の焼結法の工程においては、金属粒子の固－固結合が求められ、物
質には高温と高い外圧とが組み合わされて印加されることが必要であった。本発明のＴＬ
ＰＳ工程においては、工程の間に低い融点温度（Tm）の金属が溶融して、毛管作用によっ
て固体金属の粒子の間を流れる液相が提供され、合金を形成するために外圧は要求されな
い。これは、液体金属が合成物の緻密化を強化する湿潤力を提供する（つまり、液体金属
の湿潤力が外圧の必要性を解消する）からである。さらに、液体金属は、従来の焼結法の
工程において生ずる固－固物質移送と比較して、合成物内の金属の物質移送の速度を速く
するのである。
【００３６】
　本発明に従って形成されるはんだ材料は、複数の部品を一つに結合するために使用され
る従来のはんだ又はその他の接続材料よりも多くの利点を備えている。例えば、本発明に
従って少なくとも一つの高い融点の金属を、少なくとも一つの低い融点の金属と組み合わ
せること（例えば、上記のような金属の組み合わせ）は、はんだ材料の形成のために使用
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される処理温度（Tp）の値を大きく上回る使用温度（Ta）にてはんだ材料を使用しやすく
するために十分高い融点温度（Tm）の合金材料を生み出し、そしてそれ自体が、従来のリ
フローはんだ材料に関連した接続結合を形成するために必要とされる処理温度（Tp）を下
げる。本発明に従って形成される高温のはんだ材料は、少なくとも約１８０℃の使用温度
（Ta）の値を含む様々な使用温度（Ta）の値にて高温安定性を有する。例えば、本発明に
従って形成されるはんだ材料は、約５００℃、約５５０℃、さらには約６００℃もの高さ
の使用温度（Ta）の値にて装置において接続材料又は接着材料として使用できるものとし
て実証されている。さらに、上記の組み合わせのような金属の組み合わせは、金属合金は
んだ材料中の最も高い融点の金属の融点を約５０℃下回る使用温度を含む高い使用温度（
Ta）の値で使用することができる本発明の高温のはんだ材料が形成されることが予想され
る。例えば、本発明に従って形成されるAgを含む金属合金はんだ材料（例えば、AgとSnの
組み合わせ）において、当該金属合金はんだ材料の使用温度は、約９１２℃の高さまでな
り得る（なぜなら、Agの融点温度は９６２℃だからである）。
【００３７】
　上述のように、従来のリフローはんだ材料は、はんだの融点（Tm）を上回り、ひいては
従来のはんだ材料が使用できる最大の使用温度（Ta）を上回る処理温度（Tp）が必要とさ
れる（つまり、従来のはんだ材料では、Tp＞Tm＞Taとなる）。それゆえ、はんだ接合を形
成するため、及びはんだ接合を含む装置の使用中のはんだ接合の安定性と完全性を確保す
るために、従来のはんだ材料のTm/Tp及びTa/Tpの比率は１を下回らなければならない。
【００３８】
　上述のように、上記のＴＬＰＳ工程を使用して本発明に従って形成される高温のはんだ
材料が形成されると、得られた金属合金はんだの融点が金属合金とはんだ接合を形成する
ために使用される処理温度を上回る（つまり、Tm/Tp＞１）。例えば、本発明に従って形
成されるAg－Inの組み合わせの金属合金はんだ材料の場合、Tm/Tp（金属合金の融点温度
／金属合金が形成される処理温度）の比率は、約１．５を上回ることも、約２を上回るこ
とも、さらには約２．５を上回ることも可能である。
【００３９】
　さらに、本発明の高温のはんだ材料は、Ta/Tp（金属合金はんだが使用される使用温度
／金属合金が形成される処理温度）の比率が１を上回る特定のアプリケーションのために
使用することができる。例えば、本書に記述する高温のはんだ材料は、Ta/Tpの値が約２
である装置において、約２．５又はそれ以上のTa/Tpの値を有して形成される高温のはん
だ材料と共に使用することができる。従って、高温のはんだ材料は、従来のリフローはん
だと関連して、一層低い処理温度（Tp）の値で、一層高い範囲の使用温度（Ta）の値（こ
れはより広い範囲の適用性を促進する）と共に処理することができる。
【００４０】
　さらに上述したように、本発明の高温はんだ材料を形成するために使用されるＴＬＰＳ
工程は、従来の焼結法の工程よりも多くの利点を提供する。かかる利点には、焼結法の工
程において金属粉末の望ましい緻密化を得るために材料に圧力を加えなければならないと
いう要件を解消するという利点が含まれるがそれに限られない。上述したように、ＴＬＰ
Ｓ工程の最初の段階において形成される液体金属は、焼結法の工程において圧力を加える
こと（これは、焼結された金属材料が付着される基体、ダイ又は作業要素にとって有害な
ものとなり得る）を必要とせずに、形成される合金材料の望ましい緻密化を実現する。
【００４１】
　さらに、製造工程において、異なった金属を含む層の間のインターフェースで液相焼結
が生ずる可能性がある特定の平面的な薄膜堆積技術が、電子装置の製造業界において知ら
れていることを指摘する。しかしながら、かかる技術は、層のインターフェースで金属の
間の望ましい拡散を得るために、所要の厚さまで薄膜層の物理的又は化学的な気相成長を
必要とする限定がある。このことは、本発明の工程と比べると、著しく複雑で時間がかか
るものである。本発明においては、前駆体はんだ材料が基体の表面に提供されるのみで、
ＴＬＰＳ工程が、装置の製造工程において効率的なはんだ接合を得るために実行される。
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さらに、上述したように、フラックスを含むはんだペースト材料を使用する際に、ＴＬＰ
Ｓ工程は無酸素大気又は酸素不活性大気を要求しない（なぜなら、フラックス媒体が、Ｔ
ＬＰＳ工程において金属が酸化することを防止するからである）。
【００４２】
　以下の実施例は、本発明に従って、ＴＬＰＳ工程を使用して高温のはんだ材料を形成す
ることの有効性を示すものである。
【００４３】
　［実施例１］Ag－Inのはんだ材料の形成
　融点温度（Tm）の値が約９６２℃である銀（Ag）と、融点温度（Tm）の値が約１５７℃
であるインジウム（In）を使用してはんだ材料を形成した。AgとInの金属粉末を無洗浄Ｒ
ＭＡフラックス材料（インジウム・コーポレーション（ニューヨーク）からTAC Flux 007
という商品名で販売されている市販のＲＭＡフラックス材料）と混合して前駆体ペースト
材料を形成した。
【００４４】
　上記のように、はんだ材料に供給される各金属の量又は組成は、選択された特定の金属
と、はんだ材料が安定性を保って望ましい仕様に従って働くことを要求される望ましい使
用温度（Ta）のような要因とに基づいて決められる。Ag－Inの平衡状態図は図１に表され
ているが、この図から、Ag－In合金の中のAgとInの各組成におけるAg－In合金の融点に関
して、有益な情報が得られる。本発明に従って形成されるAg－Inはんだ材料は、Inの融点
温度（Tm）の値を大きく上回る融点（Tm）の金属合金を形成されることができるので、当
該はんだ材料に形成される金属合金の重量の約１４％から約３５％のInの含有量（つまり
、当該合金におけるAgの重量パーセントは約６５％から約８６％となる）とすることが好
ましい。
【００４５】
　金属粉末の重量に対し約７５％のAgと約２５％のInを含む粉末組成物が形成された。図
１の平衡状態図を参照すると、かかるAg－Inの比率を利用することにより、約６９３℃の
融点温度（Tm）を有するAg－Inの合金が形成される。
【００４６】
　はんだペーストにおけるＲＭＡフラックス材料の量は、ペースト材料の総重量（つまり
、金属粉末とフラックス材料の総合重量）の約１０％であった。
【００４７】
　AgとInの各々の粉末は、標準的なスクリーニング又はふるい分けの工程における（－３
２５／＋５００）メッシュのサイズの粒子を含んでいた。これは、粒子の８０％が約２５
ミクロンから約４５ミクロンのサイズを有しており、粉末中のAgとInの各々の粒子のサイ
ズが５０ミクロン以下であることに相当する。図２及び３は、それぞれ、粉末中のAgとIn
の粒子のＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）写真である。図２のＳＥＭ画像から分かるように、
Agの粉末は、概ね円形かつ球形の形状を有する粒子を含んでいた。図３のＳＥＭ画像は、
Inの粉末が、概ねひも状の形状を有する粒子を含んでいたことを示している。Inの粉末の
ひも状の形状は、（例えば、粒子の表面積比／体積比が大きくなるために）合金の形成過
程におけるInの溶融を促進する。
【００４８】
　AgとInの粒子を含むはんだペースト材料は、上述したＴＬＰＳ工程が行われた。ＴＬＰ
Ｓ工程の処理温度（Tp）は２５０℃に選択された。多くの異なった保持時間を使用して、
形成された合金はんだ材料中にどの程度のInリッチ相（つまり、高濃度のIn金属）が存在
するかを決定するための試験が行われた。異なる保持時間で形成されたはんだ材料の熱特
性評価のために示差走査熱量計（ＤＳＣ）が使用された。二つの異なる保持時間において
行われた試験の結果を図４Ａ及び図４Ｂに示す。
【００４９】
　具体的には、第１の試験では、処理温度（Tp）を２５０℃とし、保持時間を１分とする
ＴＬＰＳ工程が実施された。第１の試験の結果は図４Ａにプロットされている。第２の試
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験では、処理温度（Tp）を２５０℃とし、保持時間を６０分とするＴＬＰＳ工程が実施さ
れた。第２の試験の結果は図４Ｂにプロットされている。それぞれの試験において、ＴＬ
ＰＳ工程は、同じ前駆体はんだペースト材料を使用し、毎秒約１℃の加熱率で実施された
。図４Ａ及び図４Ｂのそれぞれのプロットは、（二つのプロットに示されている吸熱ピー
クによって分かるように）約１４７℃で前駆体材料内のInリッチ相の最初の溶融があると
いう点で類似している。図４Ａにおいて、冷却期間における発熱ピークが検出されている
が、これは得られた物質（低融点のInリッチ相を含むもの）が一定の割合で存在している
ことを示すものである。しかしながら、図４Ｂにおいては、発熱ピークは見られなかった
。このことは、低融点のInリッチ相が存在しなかったこと、さらにはIn金属がＴＬＰＳ工
程を通じて物質内に十分に拡散したことを示すものである。
【００５０】
　これらの試験から、処理温度（Tp）を２５０℃とするＴＬＰＳ工程を使用したAg－Inは
んだ材料の形成工程においては、保持時間を６０分とすることによって、合金中へのInの
十分な拡散を確保して、処理温度（Tp）及びInの融点を大きく上回る使用温度で使用する
ことができる適切な高温のはんだ材料を形成できることが確認された。さらに、得られた
Ag－In合金材料の融点が約６９３℃であるため、Tm/Tpの比率は２．７７である。
【００５１】
　［実施例２］Ag－Inはんだ材料とのはんだ接合の形成
　実施例１において述べたAg－Inのはんだペースト材料を使用して、かつ２５０℃の処理
温度（Tp）、毎秒１℃の加熱率、６０分の保持時間を使用するＴＬＰＳ工程によって、は
んだ接合が形成された。はんだ接合は、純Snメッキをしたリード線を有するＴＳＯＰパッ
ケージが取り付けられる基体に対し、はんだペースト材料を塗布することにより形成され
た。形成されたはんだ接合の組成は（ＥＤＸスペクトラム分析を使用して）約７５重量％
のAgと約２５重量％のInと決定された。リード仕上げから溶融されたSnは、分析によって
検知できないほどわずかな量であった。形成されたはんだ接合のＳＥＭ画像を図５に示す
。特にはんだ接合の拡大図から明らかなように、Ag－In金属マトリクスの中に概ね球形の
Agの粒子が存在しかつ埋め込まれている。
【００５２】
　はんだ接合を形成するAg－In金属合金は、約６９３℃の融点を有しており、少なくとも
約６００℃の使用温度（Ta）において安定性を保ち、耐えることができる。金属合金とは
んだ接合のTm/Tpの値は２．７７であり、このAg－In金属合金はんだ材料のTa/Tpの値は２
．４である。
【００５３】
　上記のように、６００℃の使用温度（Ta）の値に耐えると見積られる従来の金属はんだ
材料の場合、融点温度（Tm）と処理温度（Tp）の値はこの温度を十分に上回る（つまり、
Ta/Tpの値が１を下回る）ものでなければならない。このような従来のはんだ材料を使用
するための高温の処理温度は、製造工程を困難にし、さらには、このようなはんだ接合さ
れた装置を構成するその他の材料を害する可能性がある。
【００５４】
　［実施例３］ＴＬＰＳ工程におけるAg－Inはんだ材料の均質化に対する粒子サイズと保
持時間の影響
　実施例１において述べたのと同様の方法で、金属粒子中のAg／Inの量が、金属粒子の総
重量の約７５％のAgと約２５％のInであり、ペーストの総重量の約１０％の量の無洗浄Ｒ
ＭＡフラックス材料がペーストの形成のために供給された二つのAg－Inはんだペースト材
料（ペーストＡとペーストＢ）が形成された。第一のペーストであるペーストＡにおいて
、AgとInのそれぞれの粒子の公称粒子径は（粒子の８０％が約１５ミクロンから約２５ミ
クロンである、標準的なスクリーニング又はふるい分けの工程における（－５００／＋６
３５）メッシュを使用して）約２５ミクロン以下に限定された。第二のペーストであるペ
ーストＢにおいて、AgとInのそれぞれの粒子の公称粒子径は（粒子の８０％が約２５ミク
ロンから約４５ミクロンである、標準的なスクリーニング又はふるい分けの工程における
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（－３２５／＋５００）メッシュを使用して）約５０ミクロン以下に限定された。
【００５５】
　この二つのペーストの各々について、実施例１において述べたのと同様の方法で、処理
温度（Tp）が２５０℃で、加熱率が毎秒約１℃であるＴＬＰＳ工程が実施された。ＴＬＰ
Ｓ工程において、１分から９０分の間の様々な保持時間にて、両ペーストの一連のサンプ
ルの熱処理がなされた。ＤＳＣ（示差走査熱量測定法）特性化技術を使用して、各サンプ
ルについて、ＴＬＰＳ工程後に得られた金属合金はんだ材料中に残存していた低融点のIn
リッチ相の量（重量％）が測定された。このデータは図６にプロットされている。
【００５６】
　図６を見ると、ペーストＡとペーストＢの双方において、２５分の保持時間で、低融点
のInリッチ相の量が非常に少ない金属合金はんだ材料が形成されたことが分かる。このこ
とは、この二つのペーストの双方が、２５０℃の処理温度を著しく上回る使用温度で使用
するための高温のはんだ材料の形成にとって効果的であることを示している。さらに、プ
ロットされたデータは、保持時間が増加すると、得られた金属合金はんだ材料の中の低融
点のInリッチ相の割合が、１分から６０分の間に大きく減少し、保持時間を６０分から９
０分に増やしたときにペーストＡにはほとんど又は全く変化が見られなかったことを示し
ている。さらに、図６にプロットされたデータは、金属粒子のサイズがより小さなもので
あるペースト（ペーストＡ）は、金属粒子のサイズがより大きなものであるペースト（ペ
ーストＢ）と比較して、同じ保持時間で、得られた金属合金はんだ材料の中の低融点のIn
リッチ相の割合をより低くできることを明らかにする。
【００５７】
　従って、この実施例は、形成される金属合金はんだ材料における粒子のサイズ及び保持
時間の効果を示すものである。
【００５８】
　［実施例４］Ag－Inのはんだ材料を使用した基体と半導体ダイの間のはんだ接合の形成
　銀―インジウムのはんだペースト材料が、実施例１において述べたものと同様の方法で
（金属粉末の７５重量％のAgと２５重量％のIn、及びペースト材料の重量の約１０％の無
洗浄ＲＭＡフラックス材料を使用して）準備された。このペースト材料は、ステンシル印
刷技術を使用して、金属蒸着基体の一部に塗布された。
【００５９】
　金属蒸着基体は、直接接着された銅（Cu）層（厚さ０．３mm）、Cu層の上に無電解メッ
キされたニッケル（Ni）層、及びNi層の上に物理的気相成長法により蒸着されたAg層（厚
さ１２００nm）を有するアルミナ（Al2O3）の基体（厚さ０．６２５mm）であった。ペー
スト材料は、レーザーカットによる開口部を有する厚さ８ミル（約２０３ミクロン）のス
テンレス鋼箔のステンシルを使用して金属蒸着基体に塗布された。ステンシルは基体の上
に置かれ、ペースト材料がレーザーカットの開口部の上にコートされて、基体表面の選択
された大きさ及び位置に塗布される。従って、８ミル（約２０３ミクロン）の厚さで基体
の表面上にペーストがパターンコートされた。
【００６０】
　３０nmの厚さのクロム（Cr）層、１５０nmの厚さのNi層、及び３００nmの厚さのAg層に
より金属蒸着されたシリコン基体から成るダミーの半導体ダイが形成された。半導体ダイ
は、基体のペースト材料がコートされた部分に、金属蒸着された表面がペースト材料と接
触するように設けられた。
【００６１】
　半導体ダイを基体に設ける際に、実施例１において上述したものと同様のＴＬＰＳ工程
（毎秒１℃の加熱率、Tp＝２５０℃、６０分の定温の保持時間）を使用して基体が加熱さ
れた。室温への冷却の際に、半導体ダイは、ＴＬＰＳ工程においてペーストから形成され
たはんだ材料から成るはんだ接合を通じて基体に有効に固定された。はんだ接合は約４ミ
ル（約１０２ミクロン）の厚さを有していた。
【００６２】
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　はんだ接合の安定性は、約６００℃までの温度に対して試験され、はんだ接合は、かか
る温度で安定していることが確認された。従って、Ag－Inはんだ接合は、処理温度を十分
に上回る使用温度（つまり、１を大きく上回るTa／Tpの値）で完全に維持する効果があっ
た。
【００６３】
　本書において説明された金属合金はんだ材料は、装置（例えば、電気装置又は電子装置
）内の部品を接続するためのはんだ接合を形成する上で非常に効果的である。はんだ接合
の形成は、低い処理温度で得ることができる。そこでは、前駆体材料を使用して形成され
る金属合金は、金属合金を形成するために必要とされる処理温度を大きく上回る融点温度
（つまり、Tm/Tp＞１）を有しており、これは、はんだ材料を形成するために使用される
処理温度を大きく上回る使用温度（つまり、Ta/Tp＞１）でのはんだ材料の使用を促進す
る。
【００６４】
　高温のはんだ材料の形成についての典型的な実施例と、かかる高温のはんだ材料をもっ
て形成されるはんだ接合を含む装置を説明したため、当業者にとっては、本書に記載され
た教示を考慮すれば、その他の改良、変形又は変更が示唆されるものと考えられる。それ
ゆえ、かかる改良、変形又は変更は、全て、添付の特許請求の範囲によって定義される本
発明の範囲に含まれるものと考えられる。なお、本書においては特有の用語が使用されて
いるが、それらは一般的かつ記述的な意味で使用されているにすぎず、限定の目的で使用
されているのではない。

【図１】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図３】

【図５】
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